
確定申告・市県民税申告会は完全予約制です

申告期間・会場　※土・日曜、祝日を除く
２月16日㈪～３月16日㈪、午前９時30分～午後４時30分
市役所大会議室
２月16日㈪～25日㈬、午前９時30分～午後４時
平和支所第２・第３会議室
３月６日㈮～16日㈪、午前９時30分～午後４時
祖父江支所大・小会議室

申告時間　下表
　※完全予約制（30分単位で来場時間を設定）
　※�記載済みの申告書の検算や記載内容の確認を依頼する
ために入場する場合も予約が必要

予約受付期間　２月２日㈪午前９時30分～３月16日㈪
　※�市ホームページ、コールセンター専用ダイヤル（

32-2620）、市役所大会議室で予約受付
�予約方法など詳しくは、広報いなざわ２月号で確認して
ください
課税課　 32-1205

東海税理士会から
税理士による確定申告無料申告相談会
のお知らせ
２月14日㈯、午前９時30分～午後４時
�一宮税理士会館２階会議室（一宮市栄４丁目）
�30人（先着）
�所得税（譲渡所得を除く）・消費税に関する
相談、申告書の作成指導
�過去２年分の確定申告書の控え、マイナン
バーが分かるもの、本人確認書類などの申
告に必要な書類（決算書の作成・医療費な
どの集計は事前に行ってくだ
　さい）
�１月28日㈬から、東海税理士

　会一宮支部事務局（ 0586
　-71-7657）へ

一宮税務署から
確定申告に関するお知らせ
　令和７年分の還付申告は１月から可能
です。申告会場は大変混雑が予想されま
すので、スマートフォンとマイナンバー
カードを利用し、ご自宅などからe-Tax
申告をご利用ください。
　「マイナポータル」とe-Tax、民間送達
サービスなどを連携することで、該当項
目を自動入力できます。

一宮税務署　 0586-72-4331

申告相談を実施します
※土・日曜、祝日を除く。ただし３月１日㈰は開設
※�ご自身のスマートフォンとマイナンバーカードを使用しての申告
●一宮税務署内
２月13日㈮まで
�国税庁公式LINEによる事前予約制（枠には限りがあり
ます）
●一宮市尾西市民会館
２月16日㈪～３月16日㈪
�入場整理券方式

　窓口業務の準備や後処理が勤務時間外に発生し、市職員の時間外
勤務が増える状況が続いています。このため、情報共有や業務改善
に必要な時間を勤務時間内に確保することが難しくなっています。
　市民サービスの向上と職員の働き方改革を進めるため、開庁時間
（窓口受付・電話対応時間）を短縮します。ご理解とご協力をお願
いします。
人事課　 32-1134

２月２日から開庁時間を短縮します 5293

窓口受付・電話対応時間

午前９時～午後５時２月２日㈪から

対象施設
市役所、支所、市民センター、保健センター、
環境センター、上下水道庁舎　※環境セン
ターは４月１日㈬から実施

窓口に行かなくても利用できるサービス
●オンライン申請
　約65種類の手続きがオンライン
申請により行うことができます。

●コンビニ交付
　マイナンバーカードをお持ちの方は、住民票の
写しなどをコンビニで取得することができます。

お知らせ

民生委員・児童委員の決定
1536

　12月1日付で行われた一斉
改選で新民生委員・児童委員が
決まりました。厚生労働大臣に
よって任命され、ボランティア
精神にのっとり地域住民と行政
機関とのパイプ役として活動し
ます。　※民生委員は児童委員
も兼務
任�期　令和10年11月30日ま
で（３年間）
�担当地区委員について詳しく
は、福祉課（ 32-1278）
に問い合わせてください

稲沢おでかけタクシー
　高齢者や障害者などの外出支
援を目的に、タクシーを半額で
利用できる「稲沢おでかけタク
シー」を運行しています。
��市内在住で、次のいずれかに
該当する方
　�①75歳以上の方②障害のあ
る方③妊婦または出産後１年
未満の方
運行区間　自宅～市内の目的地
�利用方法など詳しくは、
1296 で確認してください
総務課
　 32-1159

ご寄付ありがとうございます

●子育て支援のために
　�明治安田生命保険相互会社様（名古屋市中村区）
　…現金87万700円

●美術館での展示・研究のために
　�吉村絵美留様（東京都港区）…荻須高徳リトグラフ作品ほか

20歳になったら国民年金 454
　国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての方は、国民年金に加入
することになります。
　国民年金保険料を納めることで、老後や、病気・事故で障害になっ
たときなど、万が一のときにあなたや家族を支えます。
●納付は口座振替が便利でお得
　口座振替の前納・早割を利用すると、国民年金保険料がさらに割引
されます。
●納付が困難なときは
　所得が一定額以下の場合、学生の方は「学生納付特例制度」、それ以
外の方には「免除・納付猶予制度」などがあります。
国保年金課　 32-1328

就学援助費（新入学用品費）の入学前支給
　令和８年４月に国または地方公共団体が設置する小・中学校に入学
する子どもの保護者で一定の要件に該当する方に、新入学用品費を入
学前の３月下旬に支給します。
�経済的理由で就学が困難と認められる児童・生徒の保護者
支�給額　小学生…５万7,060円、中学生…７万3,000円
�１月６日㈫～30日㈮に学校教育課（ 32-1436）へ　※振込口座
の分かるもの、要件に該当することを証明する書類が必要。既に就
学援助の認定を受けている場合や兄姉が市内小・中学校に在籍して
いる場合は在籍の学校へ
�支給要件など詳しくは、 1610 で確認してください

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容の問い合わせは、直接広告主へお願いします。
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